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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１５４　　２０１２年　２　月　１６　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
桑名市長殿　桑名駅前に大型パチンコ店はいりません
桑名駅前東口のホテル「三交イン」から東へ国道１号線までの約５,５００㎡の現在駐車場になっている所に大型パチンコ店（７階建て、上階は駐車場）がつくられる事が明らかになりました。（情報公開で確認、１月１９日に標識設置）
マンションという噂もあったが、もっと大変な事になりそうだ。商業地と言っても、生活環境が変わり、子どもたちの教育にも悪影響を与えるのは必至です。
桑名市の担当職員は、パチンコ店ができると平然と答えるからたまったものではない。確かに都市計画法、建築基準法、景観法上問題ないかも知れない。しかし、桑名市の「都市計画マスタープラン」は何のためにあるのだろうか。特に現在の「プラン」は、中学校単位で住民の意見も聞いて作ったものだ。その中に何が書いてあるのか知っているのだろうか。都市整備部と関連部署の職員には、毎日朝礼ごとに「都市計画マスタープラン」の熟読を薦めたい。
また、江場・大福地区の廃業しているパチンコ店の跡地には場外馬券場の建設の話もあるといいます。近隣住民に確認をしたが、再燃しているようです。儲けのため、金のためには、何でもする業者に、行政は毅然と対応して欲しいものだ。
　[image: image1.jpg]L
"
|
L
"
n
-




　　　　[image: image2.jpg]et v v B o L I
= e s i iy
- . - o ‘.'
o T
- . - g
- -
— - s
e .
- g
_— ’

’_/;,A





駅前のパチンコ店建設予定地　　　　　　　　　　 大福地区の廃業後のパチンコ店

「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　
桑名市議会の動き
（1） 「桑名市議会の議会報告会開催について」　議会運営委員会

1 開催時期は、３月予算議会、９月決算議会の終了後の年２回。
第１回は、４月２０日（金）　午後７時より１時間半くらい（同時開催）

2 場所は、市内４箇所（桑名２、多度・長島各１）で行う。
市民会館大会議室、大山田地区センター、多度総合支所、長島総合支所

3 班編成（４班のため各班は７－８名）は、２月１６日の各派で協議する。
【私見】
＊報告会は議会でやっている生の事を報告する。

＊施策等の説明は、本来行政側が行う事である。

＊要望はちゃんと聞き、共有できるものは実現を図る。

（２） 「くわな市議会だよりの発行」　広報広聴委員会
① 毎議会終了後２ヵ月以内を目途に発行。（３月議会は５月末に発行予定）
② 読まれる市議会だよりになる様に内容を検討していく。
２０１２年３月定例議会スケジュール
２月２９日（水）　午前１０時　　本会議開会（施政方針・議案上程、説明）

３月　６日（火）～　９日（金）、 １２日（月）

午前１０時  　本会議(代表・議案質疑、一般質問）

３月１３日（火）～１６日（金）  午前１０時　　常任委員会
３月２２日（木）　午後　１時  　本会議(委員長報告、討論、議決）閉会
２月２０日（月）　全員協議会（議案・予算案の概略の説明をうける）
２月２１日（火）　請願・陳情の締め切り

２月２２日（水）　議会運営委員会（定例会の会期等確認、議案の配布）

２月２４日（金）　提出予定議案（特に来年度予算案）の会派での詳細説明
２月２８日（火）　施政方針・議案の説明文の配布
　２月２９日（水）　　　午後４時　本会議での発言通告の締め切り　　　　　　　

消費税増税、国会で論戦が始まる
今開かれている通常国会は消費税国会とも呼ばれています。野田政権は、「社会保障と税の一体改革」を私たち国民に押し付けようとしています。２月１０日（金）日本共産党の志位委員長は、衆院予算委で基本的質疑を行いました。その中で、野田政権が進める消費税増税は社会保障改悪と一体であり、経済も財政も共倒れにすると述べ、消費税増税に頼らない対案を改めて提案しました。　　　　　　　　　　

「消費税大増税ストップ！社会保障充実、財政危機打開の提言」ｐ日本共産党は７日、「消費税大増税ストップ！社会保障充実、財政危機打開の提言」を発表しました。野田内閣の消費税増税計画に国民の怒りと批判が広がっており、社会保障と財政危機打開の財源をどう確保するか、国民の皆さんは答えを求めています。この提言は、これに応え、「どうやって財源をつくり出していくのかの抜本的対案が必要だとし、検討し、練り上げたもの」になっています。　　　ｐ中味は、二つの柱の政策を同時並行で実行するものです。　　　　　　　　　　　　

第一の柱は、社会保障の段階的な充実をはかり、財源は｢歳出｣｢歳入｣の段階的な改革でまかなうものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その第１段階（２０１０年末まで）は、小泉内閣以来、崩された「社会保障再生計画」（９兆円）（医療費窓口負担：子どもゼロ・現役２割・高齢者１割、国保税：１人１万円引き下げ、年金：低年金引き上げ、特養ホーム・保育所：待機者ゼロ、介護保険：利用料・保険料減免）を実行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊財源（１２～１５兆円）はムダの一掃（３.５兆円）（大型公共事業、原発推進、軍事費、政党助成金）、富裕層・大企業への応分の負担（８～１１兆円）（証券優遇税制、富裕税、大企業減税）で確保します。　　　　　　　　　　　　　　　　
第２段階でヨーロッパの多くで当たり前になっている「先進水準の社会保障拡充」（最低保障年金：月５万円以上、医療費・介護：窓口負担・利用料ゼロ、学費：軽減・無償化）をすすめる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊財源（６兆円）は、負担能力に応じた累進課税を強化した所得税の税制改革で確保します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第二の柱として、雇用や中小企業などを大企業の横暴から守る「ルールある経済社会」への民主的改革を提起しています。大企業に蓄積された２６０兆円もの内部留保を日本経済に還流させ、国民の所得を増やし、経済を健全な発展の軌道にのせていきます。そして一連の改革で、日本の長期債務削減の展望も開けてきます。（２０３０年頃には基礎的財政収支を黒字化に）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特に強調している点は、「財界中心から国民の暮らし中心に政治の姿勢を変えれば、消費税に頼らなくても持続可能な社会保障の充実は可能になり、同時に財政危機打開の展望も開ける」という事です。
桑名の介護保険計画はこれで良いのか

日本共産党桑名市議団は、誰もが安心して利用できる介護制度の実現をめざし、桑名市長に、桑名市の介護保険計画に対する要望書を提出しました。
誰もが安心して利用できる介護制度の実現を　　　2012年2月13日
ー桑名市の介護保険計画に対する要望ー　　　日本共産党桑名市議団

昨年６月に介護保険法が改定されましたが、実施にあたって具体的な事は不明な点が多い現況の中、今年１月には介護報酬が明らかになりました。改定の柱は介護保険の利用の抑制であり、桑名地域にあった制度に独自にしていく事が求められています。
又、高齢となった障害者に制度を併用する場合は、制度の周知と活用を確実なものとしてください。特にプラン作成のケアマネージャーに徹底をお願いします。
日本共産党桑名市議団は、桑名市第５期介護保険事業計画（第６期高齢者福祉計画）作成にあたって、「誰もが安心して利用できる介護制度の実現を」めざして以下の事を要望します。充分に検討し、計画に反映をお願い致します。

（記）

1、 大幅な保険料引き上げを抑える特別対策をお願いします。
市の提案の保険料は４,０７４円 → ４,７６１円へ１７％のアップです。介護給付費準備基金等を取り崩し、県内他市町よりは低くされているようですが、支払われる被保険者は減らされた年金から更に引き上げられた保険料を引かれ、残った振り込まれた年金で生活をしなければなりません。受給者の声を聞いてみて下さい。日本共産党桑名市議団は、一般会計からの繰入れを求めています。（介護保険は自治事務であり国の指導は助言に過ぎません。）
２、誰もが安心して保険を利用できる様に、市独自の減免制度の新設を。
保険あって介護なし、増え続ける介護難民が問題になっています。誰もが権利として介護保険が受けられるようになるには、１割または限度を超えた場合の１０割負担は大きな問題です。善処を求めます。
３、この事業計画は、非常に分かりにくいものです。前期の計画との違いを一覧にし、この３年間桑名市は何をするのかを明確にして下さい。
（１）地域包括ケアシステム（Ｐ４９）とは何なのか具体的に解説を。
医療、介護、予防、見守り、住宅、の取り組みはどうなるのか。
（２）訪問介護における生活援助の時間短縮をどう考えているのか。(４５分に)

（３）サービス付き高齢者向け住宅(Ｐ６５)は具体的にどうするのか。
（４）総合事業(Ｐ７１)は調査・研究の期間だというが、導入しないで欲しい。
（５）複合型サービス(Ｐ９０)で２４時間対応型の見通しはあるのか。
４、住民要求を反映するために日常生活圏域毎に住民参加で討議して下さい。
（以上）
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